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銃器対策推進５か年計画の策定について（通達）

「銃器対策推進要綱 （平成７年12月19日銃器対策推進本部決定）第３の１に基づき、」

令和元年７月19日、銃器対策推進会議において 「銃器対策推進５か年計画 （別添１）、 」

が策定された。

同要綱に基づく推進計画は、従来毎年度策定されてきたところ、同要綱に掲げられた実

施施策を中長期的視点から具体化し、戦略的に実施していくため、計画期間を５年間とし

て策定されたものであることから、各位にあっては同趣旨を踏まえ、本計画に盛り込まれ

た諸施策の積極的な推進を図られたい。

また、同日、同会議において取りまとめられた「平成30年度銃器対策推進状況 （別添」

２）を添付するので参考とされたい。

なお 「平成30年度銃器対策推進計画の策定について（通達 （平成30年６月25日付け、 ）」

、 、 、 ） 。警察庁丁薬銃発第161号 丁暴発第212号 丁保発第90号 丁備企発第101号 は廃止する



別添１ 

銃器対策推進５か年計画 

 

令和元年７月 19 日  

銃 器 対 策 推 進 会 議  

 

第１ はじめに 
政府においては、銃器を使用した凶悪事件が増加傾向にあった平成７年、取締り強化等に向

け「銃器対策推進本部」1を設置して、銃器対策の基本方針である「銃器対策推進要綱」を決定

した。それ以降毎年度、同要綱に基づく推進計画を策定し、関係機関が緊密に連携して諸対策

を推進した結果、平成６年には249事件であった銃器発砲事件数が、平成20年に年間50事件

を下回って以降、50件を越えることなく推移するなど着実に成果を挙げてきた。 

一方、発生件数が減少したとはいえ、近年も依然として平穏な市民生活に対する重大な脅威

となる銃器発砲事件が繁華街や住宅街において発生しており、銃器対策が市民の生命、身体の

安全に直結する重要な問題であることに変わりはない。銃器発砲事件は暴力団等によるとみら

れるものが大半を占める傾向が続いているが、暴力団からの拳銃の押収に関しては、組織防衛

の強化による情報収集の困難化や、拳銃の隠匿方法の巧妙化が見られるところである。 

このような情勢を受け、銃器対策推進要綱に掲げられた実施施策を中長期的視点から具体化

し、戦略的に実施していくため、「銃器対策推進５か年計画」を策定することとした。今後、

関係府省庁は、総合的かつ積極的な対策を講じ、銃器犯罪と違法銃器の根絶を図るものである。 

 

第２ 計画期間 
本計画は、令和元年度から令和５年度までの５年間を計画期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
1「銃器対策推進本部」は平成20年12月に廃止され、同本部が決定した事項等は「銃器対策推進

会議」に引き継がれた。 
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第３ 実施施策 

 

１ 銃器摘発体制の強化と取締関係機関の連携の緊密化 

（１） 体制の強化 

〔警察庁〕 

○ 「組織犯罪対策要綱」に基づき、暴力団等の犯罪組織が所持・管理する銃器に関する情

報を一元的に集約するとともに、分析した情報を基に犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた

統一的な戦略を立案した上で、一体的で効率的な取締りを推進する。 

○ 各都道府県警察における銃器対策、薬物対策、暴力団対策及び国際組織犯罪対策等の関

係部門の連携と情報共有を図り、組織の総合力を発揮した違法銃器の取締りを推進する。 

○ 効果的な内偵捜査、捜索を行うため銃器捜索犬の配備等、引き続き装備資機材の整備・

充実を図る。 

○ 銃器捜査員の知識・技術等のレベルアップを図るため、各種捜査手法や装備資機材の効

果的活用方策等を内容とした実戦的教養を継続して実施する。 

〔財務省〕 

○ 拳銃の密輸に関する情報収集及び犯則調査を行う担当部門において、銃器密輸関連情報

について積極的に情報収集を行うとともに、国際密輸組織に関する分析を充実することに

より、監視取締体制の一層の強化を図る。また、犯則調査センター室（東京税関）及び監

視取締センター室（横浜税関）における情報収集、監視取締体制の充実を図る。 

○ Ｘ線検査装置（固定式・移動式等）、監視カメラ等の検査・取締機器の整備・充実を図る

とともに、効果的な活用に努める。 

〔海上保安庁〕 

○  各管区海上保安本部に設置されている密輸・密航対策本部において、巡視船艇・航空機

によるしょう戒を実施するなどして、監視取締体制の強化を図る。 

○ 海上における監視取締体制の強化のための所要の体制の整備を図る。 

 

（２） 連携の緊密化 

〔警察庁〕 

○ 「地方機関連絡協議会」及び都道府県単位の「連絡協議会」を積極的に開催して、引き

続き連携の強化を図る。 

○ 取締関係機関との積極的な情報交換を行い、合同摘発の促進を図るとともに、最近の密

輸実態を踏まえた実戦的な合同訓練等を行う。 

〔法務省・出入国在留管理庁〕 

○ 各地において開催される銃器事犯に関する「連絡協議会」等に積極的に参加し、情報交

換を行うことにより、引き続き事犯摘発の強化に向けた関係機関との連携協調関係を構築

するよう努める。 

〔出入国在留管理庁〕 
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○ 違反調査を始めとする退去強制手続の過程等において、拳銃等の銃器を発見し、または

関連情報を入手した場合には、引き続き警察等関係機関へ速やかに情報提供するなど捜査

に協力する。 

〔財務省〕 

○ 密輸取締関係省庁による「密輸出入取締対策会議」及び「地区密輸出入取締対策協議会」

等を開催し、密輸に関する意見・情報交換を行うことにより、連携の強化を図る。 

〔海上保安庁〕 

○  中央・地方それぞれのレベルで、水際対策に関する会議に参加し、情報交換を行うこと

により、連携の強化を図る。 

○ 外国船舶に対して合同による立入検査を積極的に実施する。 

〔警察庁・財務省・海上保安庁〕 

○ 要注意船舶に対して、合同による船内検査等を積極的に実施する。 

○ 洋上取引等による密輸取締りを想定した洋上合同訓練等を積極的に実施する。 

○ 人事交流を引き続き実施する。 
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２ 銃器犯罪に対する徹底した捜査・調査と厳格な処理 

 

〔警察庁〕 

○ 銃器を使用した凶悪犯罪等について、その検挙の徹底を図る。 

○  銃器犯罪は暴力団を始めとした犯罪組織により組織的・計画的に敢行されることが多い

ことから、暴力団に係る銃器事犯の検挙及び違法銃器の摘発・押収を図るとともに、背後

関係を追及して銃砲刀剣類所持等取締法の加重処罰規定の活用を図る。さらに徹底した突

き上げ捜査及び捜索を実施し、事犯の全容解明と悪性の立証に努める。 

○ 銃器犯罪に係る犯罪収益の解明を図り、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関

する法律による犯罪収益の剝奪を図る。 

〔法務省〕 

○ 全国の検察官が出席する会同・会議において、銃器事犯の厳正な処分及び科刑の実現に

ついて意識共有を図り、その実施に努める。 

〔財務省〕 

○ 犯則調査を行う担当部門において、徹底した調査による銃器密輸入事犯の全容解明に努

める。 

〔海上保安庁〕 

○  銃器犯罪の摘発に際しては、徹底した突き上げ捜査を行い、事件の全容解明に努める。 
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３ 水際対策の的確な推進 

（１） 摘発の徹底 

〔警察庁〕 

○ 地方出入国在留管理局、税関等の関係機関と連携し、密輸入事犯の容疑者等に関する事

前旅客情報等を活用するほか、関係機関との情報交換による銃器情報の収集、共同捜査を

促進し、水際対策の連携強化を図る。 

○ 違法銃器の摘発に向けた情報収集を強化し、水際における密輸入事犯等の摘発を徹底す

るとともに、摘発・押収した銃器の流通経路、犯行形態の分析、突き上げ捜査を徹底し、

密輸組織及び密売ルートの解明を強力に推進する。 

〔出入国在留管理庁〕 

○ 銃器事犯関係者に関する出入国記録照会があった場合は、引き続き迅速に回答できるよ

う努める。 

〔財務省〕 

○ 銃器等に関する密輸情報の総合的な分析を行い、密輸ルート及び密輸手法等の解明に努

める。 

○ 銃器等の密輸の摘発のため、警察及び海上保安庁と合同による船内検査等の取締りを積

極的に実施する。 

○ 監視艇を活用し、銃器等の密輸の中継地となる可能性の高い離島や洋上における取引に

よる密輸に対する監視取締り及び情報収集を積極的に実施する。 

○ 爆発物探知犬・銃器探知犬を活用し、主要空港等において重点的な密輸取締りに努める。 

〇 取締強化期間を設定し、密輸取締りの強化を図る。 

〔海上保安庁〕 

○ 密輸水際対策強化期間を設け、マリーナ、漁業及び海事関係者等からの情報収集を強化

するとともに、巡視船艇・航空機のしょう戒を継続的に行い、水際対策を徹底する。 

〔警察庁・財務省・海上保安庁〕 

○ テロリスト等が銃器を国外から持ち込む可能性も念頭に置き、関係機関と緊密に連携し

水際対策の強化を図る。 

 

（２） 厳重な審査、検査等の実施 

〔出入国在留管理庁〕 

○ 不法入国者等の発見を目的とした臨船サーチ及び港湾区域・空港直行通過区域の警戒活

動等において、銃器関連情報を入手した場合には速やかに捜査に協力する。 

〔財務省〕 

○ 本邦への入港前に報告された船舶・航空機の旅客及び乗組員に関する情報を活用して、

検査対象者の効果的な絞込みを図るとともに、Ｘ線検査装置等の検査機器の有効活用によ

り、入国旅客等の携帯品に対して重点的かつ効率的な検査を実施する。特に航空機旅客に
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関しては、電子的に取得した乗客予約記録（ＰＮＲ）を分析し、それに基づく検査も実施

する。 

○ 入国検査場内等の巡回の強化により、不審者・不審物の把握に努める。 

○ 船舶等が我が国へ入港する前に報告された輸入貨物等に関する情報を活用して、外国貨

物が本邦の港に船卸しされる前の段階から、要注意貨物のスクリーニング（絞込・選定）

を的確かつ効果的に行うとともに、大型Ｘ線検査装置等の検査機器の有効活用により、重

点的かつ効率的な検査を実施する。 

○ 保税地域の貨物管理者等に対し情報提供依頼を行うなど、通報体制の強化に努めるとと

もに、保税地域への巡回及び貨物の搬出入等の際の立会い確認を積極的に実施する。 

○ 我が国を経由して第三国に輸送されるトランジット貨物等についても、引き続き必要に

応じ検査を実施する。 

○ テロリスト等による銃器の密輸を阻止するため、関係機関との情報共有を強化し、厳重

な審査及び検査を実施する。 

〔海上保安庁〕 

○  外国船舶に対する立入検査及び関係機関との合同による立入検査を積極的に実施する。 

〔経済産業省〕 

○ 銃砲等については、外国為替及び外国貿易法第52条に基づき、経済産業大臣の輸入承認

を要する貨物として規制しており、引き続き厳格な審査の実施に努めるとともに、合理的

かつ実効的な規制を実施する観点から、関係機関とも協議の上、見直しの検討を行う。 

 

（３） 協力の要請 

〔警察庁〕 

○ 運輸関係団体や漁業関係団体との協力会議を開催し、協力要請を行う。また、銃器犯罪・

密輸に関する情報を必要に応じて提供する。 

○ 水際監視協力員が出席する連絡協議会、研修会等を開催し、監視の強化及び不審情報の

積極的な提供を要請する。 

〔財務省〕 

○ 財務省及び各税関において、「密輸防止に関する覚書」等を締結する関係業界団体から、

銃器等の密輸情報の入手に努める。 

○ 通関業者、船舶代理店等の関係業者に対して、種々の機会を捉え、情報提供等の協力依

頼を行い、不審情報の通報を促進する。 

○ 漁港等に税関職員を派遣し、漁協、地域住民及び同地域に配置している民間協力者等と

の連携を強化することにより、銃器等に関する密輸情報の入手に努める。 

〔水産庁〕 

○ 都道府県等を通じ、漁業者等に対して、不審な積荷・船舶等に対する積極的な情報提供

等を要請する。 

〔経済産業省〕 
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○ 外国貿易関係団体（一般社団法人日本貿易会）を通じ、外国貿易関係者等に対し、銃器

の密輸防止及び物流システムを通じた銃器の拡散防止の観点から、不審な積荷、船舶等に

対する情報を積極的に通報するよう要請する。 

〔海上保安庁〕 

○ 密輸水際対策強化期間を設け、マリーナ、漁業及び海事関係者等を訪問するなどして、

積極的な情報提供を要請する。 

 

（４） 国際郵便の検査体制の強化等 

〔総務省〕 

○ 国際郵便物の検査に係る現場レベルでの一層の連携強化が図られ、税関による国際郵便

物の検査が効果的に行われるよう、日本郵便株式会社に対し協力を要請する。 

○ 国際郵便を利用した銃器密輸入事犯が摘発された場合は、当該事犯に係る仕出国の郵政

関係機関に対して文書を個別に発出し、我が国における銃器の輸入制限について郵便事業

体職員及び利用者に周知を図るよう協力を要請する。 

〔財務省〕 

○ 銃器等の密輸仕出国の可能性が高い国からの郵便物を重点的に検査し、税関による国際

郵便物の検査が効果的に行われるよう、同郵便物についてはそれ以外の国からの郵便物と

は別に提示を行うことを引き続き日本郵便株式会社に対して要請するとともに、Ｘ線検査

装置等の検査機器の有効活用により、重点的かつ効率的な検査を実施する。 

○ 爆発物探知犬・銃器探知犬を活用し、密輸取締りの強化に努める。 
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４ 国内に潜在する銃器の摘発等 
（１） 暴力団の関与する銃器の摘発等 

〔警察庁〕 

○ 組織犯罪対策部門による違法銃器に関する情報の一元的管理や各都道府県警察間の連携

を強化することにより取締体制をより一層充実させ、暴力団が組織的に管理する拳銃等の

情報収集を徹底し、暴力団からの拳銃等の摘発・押収を重点とした取締りを強力に推進す

る。   

特に、六代目山口組と神戸山口組との対立抗争等により、国内における銃器の取引等が

活発化するおそれがあることから、徹底した銃器情報の収集を行うとともに、関係部門間

で情報共有を図りつつ、反復した捜索により、摘発・押収を強力に推進する。 

○ 暴力団の関与する銃器発砲事件の防止と暴力団の所持・管理する銃器の摘発を推進し、

拳銃等による市民社会の危険を排除するとともに、暴力団排除活動と連動した銃器根絶活

動を強力に推進する。 

（２） 摘発、押収の徹底 

〔警察庁〕 

○ テロリスト等が銃器を国内において入手する可能性を念頭に、関係機関と緊密に連携し、

銃器情報の収集を強化して、摘発・押収を推進する。 

○ オークションサイトやＳＮＳ等に対するサイバーパトロールを強化し、インターネット

上の違法銃器に関する情報収集に努め、取締りを強力に推進するとともに、不正取引を防

止するための広報啓発活動を推進する。 

○ 「拳銃110番報奨制度」、「匿名通報事業」等を効果的に活用するなど、広く国民から違

法銃器に関する情報を収集する。 

○ 銃砲刀剣類所持等取締法により所持が禁止されている準空気銃について、あらゆる警察

活動を通じた情報収集に努め、取締りを強力に推進する。 

〔法務省〕 

○ 全国の検察官が出席する会同・会議において、国内に隠匿されている拳銃等及び拳銃実

包の効果的回収を図るため、通信傍受法を始めとする捜査手法等の積極的かつ適正な運用

を推奨する。 

〔海上保安庁〕 

○ 「海の緊急通報用電話番号118番」を活用して、広く国民から違法銃器に関する情報を

収集し、取締りを強力に推進する。 

（３） 密造等防止の推進 

〔警察庁〕                            

○ 改造が可能なモデルガン、準空気銃、３Ｄプリンタを利用して製造した銃器等の流通実

態やガンマニア等に関する情報の収集に努め、密・改造事犯の防止と検挙を推進する。 
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〔経済産業省〕 

○ モデルガン、エアソフトガンを製造、販売等する関連業界団体を通じて、同事業者に対

して、武器等製造法等の遵守及びこれらの改造防止等の観点から、モデルガン、エアソフ

トガンの製造・販売等の慎重な対応、消費者に対する銃器対策の啓発等を推進するよう引

き続き要請する。 
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５ 国際協力の推進 

（１） 国際組織犯罪防止条約を補足する銃器議定書（仮称）の締結準備 

〔警察庁・外務省・経済産業省〕 

○ 国際組織犯罪防止条約を補足する銃器議定書（仮称）の締結に向けて、同議定書及び銃

砲刀剣類所持等取締法、武器等製造法等の国内関係法を整備するための法律案について可

及的速やかな国会提出を目指す。 

 

（２） 諸外国への働きかけ等 

  〔警察庁・法務省・外務省・財務省・海上保安庁〕 

○ 我が国への不法な銃器の流入阻止及び在留邦人の安全確保の観点から、諸外国に対し、

適切な銃器管理の推進を求めることとし、国際会議等の場を通じて働きかけを行う。 

〔警察庁〕 

○ 銃器密輸の経由地等となるおそれのある諸外国の捜査機関との連携を密にし、密輸情報

の収集強化を図るとともに、同事犯の摘発に向けた国際協力を推進する。 

〔総務省〕 

○ 万国郵便連合（ＵＰＵ）国際事務局に対し、銃器の密輸防止のための郵便物の引受検査

徹底等の依頼を各加盟国の郵便事業体に周知するよう要請する。 

〔外務省〕 

○ 国連総会に対し、小型武器決議案を関係国と共同で提出し、採択を目指す。 

○ 武器貿易条約（ＡＴＴ）の普遍化につき、締約国が少ないアジア太平洋諸国や主要武器

貿易国を含む諸国に対して締結に向けた働きかけを行う。 

〔財務省〕 

○ 世界税関機構（ＷＣＯ）等の国際会議において、我が国の取締状況を紹介するなど、銃

器等の国際的な不正取引の防止に関する取組の促進に貢献する。 

○ 銃器を含む密輸の取締りに資する情報分析能力の強化等を目的に、開発途上国の税関職

員を対象とした、我が国への受入研修及び我が国税関職員の海外派遣を実施する。 

〔海上保安庁〕 

○ 海外関係機関を招へいした研修や海上保安庁職員の海外派遣を通じ国際協力を推進する。 

 

（３） 情報交換の促進等 

〔警察庁〕 

○ 銃器密輸の仕出地となっている諸外国の捜査機関との情報交換を促進し、密輸情報の収

集強化を図るとともに、同事犯の摘発に向けた国際協力を推進する。 

〔外務省〕 

○ 国連の場等における情報交換を通じて、各国及び地域の非合法小型武器に対する取組に

関する我が国としての現状の把握と、国際的な不正取引の防止に役立てる。 
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〔財務省〕 

○ 世界税関機構（ＷＣＯ）のアジア大洋州地域内における情報交換ネットワークの拠点で

ある地域情報連絡事務所（ＲＩＬＯ）の情報交換ネットワーク等を通じて、銃器等の密輸

を含む情報交換の促進に努める。 

○ 銃器等の密輸の防止等を目的とした情報交換を含む税関当局間の協力を促進する二国間

税関相互支援協定の締結等による協力枠組みの構築に努める。また、これまでに構築した

協力枠組みを活用し、情報交換の促進に努める。 

○ 海外における情報収集を強化するため、世界税関機構（ＷＣＯ）等の国際会議や銃器等

の密輸の仕出地となる可能性の高い国・地域へ税関職員を派遣し、銃器の密輸を含む情報

を収集するとともに、世界各国の税関当局等との間に構築した情報交換のための国際的な

ネットワークを活用した情報交換及び実務者による対話を促進する。 

〔海上保安庁〕 

○ 銃器等の密輸に係る仕出地となる可能性の高い国に職員を派遣し、当該国関係機関との

情報交換を推進する。 

○ 北太平洋地域の海上保安機関が参加する「北太平洋海上保安フォーラム」及びアジア地

域の海上保安機関が参加する「アジア海上保安機関長官級会合」に参加し、密輸対策等を

テーマとした情報交換会議の中において銃器対策、銃器密輸対策及び銃器取締方策に関す

る意見交換等を行い、協力体制の強化を図る。 
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６ 国民の理解と協力の確保 

（１） 広報啓発活動の推進 

〔警察庁〕 

○ 最近の銃器情勢や銃器対策について積極的に広報するほか、関係機関、団体と連携しつ

つ、マスメディア、インターネット、広報誌等の様々な媒体、各種行事等の機会を活用す

るなどして、違法銃器の排除と銃器犯罪の拒絶を広く国民に呼び掛け、意識の高揚を図る

ための広報啓発活動を推進する。 

○ 漁業、港湾関係団体等関係業界との連携を強化して、民間からの密輸情報の提供促進を

図る。 

○ あらゆる機会をとらえて、「拳銃110番報奨制度」や軍用拳銃の発見届出を促すなどの広

報啓発活動を積極的に推進し、国内に潜在する銃器情報の収集に努める。 

○ 猟銃等講習会及び技能講習の開催等を通じ、猟銃等の所持者に対して、猟銃等の適正管

理や取扱いの基本について指導する。 

〔財務省〕 

○ 税関のウェブサイトに加え、ツイッターやユーチューブ等のＳＮＳを活用し、広く一般

国民に対し税関における水際対策等を広報する。 

○ 密輸情報提供リーフレットや密輸ダイヤル周知ＣＭ等を活用することにより、密輸ダイ

ヤル （0120-461-961）を積極的に広報し、銃器等を含めた密輸情報の提供を一般国民に広

く呼びかける。 

○ 取締強化期間を中心に、離島、不開港等の漁業関係者や地域住民に対し税関の密輸取締

りにおける役割についてパンフレットの配布等によって広報を行う。 

〔水産庁〕 

○ 都道府県に対し、漁業者等への広報啓発活動を積極的、計画的に行うよう指導を行う。 

○ 漁業関係団体を通じ、傘下の漁業者に対し銃器密輸防止のためのパンフレットを配布す

る。 

〔経済産業省〕 

○ 必要に応じて、猟銃等の製造事業者及び販売事業者を対象とした「猟銃等保安対策講習

会」を開催し、猟銃等の適正管理等の保安対策の必要性について普及啓発を行う。 

○ 火薬類の危害予防意識の高揚を図ることを目的とした「火薬類危害予防週間」を実施し、

火薬類関係団体、各都道府県、各産業保安監督部を通じて普及啓発用のポスターを配布す

るとともに、火薬類販売業者及び火薬庫の所有者又は占有者等に対して、実包等に係る盗

難防止措置及び管理体制の点検等の安全確認の徹底を図る。 

〔国土交通省〕 

○ 国際宅配便を取り扱う事業者に対し、荷物の中に隠匿された銃器の発見につながる情報

の提供について事業者団体を通じ協力を要請するとともに、各事業者において営業所等ま

で適切に伝達されているか確認を行うことにより、一層の周知を図る。 
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〔海上保安庁〕 

○  「海の緊急通報用電話番号118番」を活用し、銃器事犯の情報提供を広く呼びかける。 

〔環境省〕 

○ 各都道府県において、狩猟者に対して狩猟免許の更新時に行う講習会を通じて、狩猟者

が所持する銃器の適正な使用及び管理について指導する。 

○ 国から都道府県及び狩猟団体に対して、狩猟期間等における銃器の適正な使用及び管理

について、狩猟者への指導を要請する。 

 

（２） 対外広報の実施 

〔警察庁〕 

○ 関係機関と連携し、港湾・空港関係団体等の協力を得るなどして、増加する来日外国人

による我が国への銃器持ち込みも含め、銃器密輸防止のための広報を積極的に実施する。 

〔財務省〕 

○ 旅行会社等に対し、銃器等の密輸防止に関するパンフレット等の配布を要請する。 

〔海上保安庁〕 

○ 関係機関と連携し、マリーナ、漁業及び海事関係者等を訪問するなどして、銃器等の密

輸防止のための情報提供について理解と協力を求める。 

 

（３） 猟銃等所持許可の厳格な審査 

〔警察庁〕 

○ 銃砲刀剣類所持等取締法を的確に運用し、猟銃等所持許可に当たっての厳格な審査、的

確な行政処分による不適格者の排除、保管状況を確認するための立入検査等の継続的な実

施等により、引き続き厳格な銃砲行政を推進する。 

〔経済産業省〕 

○ 実包等の貯蔵・廃棄等の取扱いが適切になされるよう引き続き対処する。 
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別添２ 

平成30年度銃器対策推進状況 

令和元年７月 19 日  

銃 器 対 策 推 進 会 議   

 

１ 国内に潜在する銃器の摘発等 

（１）暴力団の関与する銃器の摘発 

〔警察庁〕 

○ 組織犯罪対策部門において、情報を一元的に管理するなど暴力団が組織的に管理する拳銃等を

重点とした取締りを実施し、平成30年中、暴力団から拳銃73丁を押収した。 

○ 平成 30 年中、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生件数は４件で、うち対立抗争に

よるものは１件発生した。銃器発砲事件に対しては、徹底した捜査活動と警戒活動を推進すると

ともに、暴力団排除活動と連動した銃器根絶活動を推進した。 

 

（２）摘発、押収の徹底 

〔警察庁〕 

○  拳銃等に関する情報収集の強化を図るとともに、徹底した内偵捜査、綿密な捜索及び都道府県

警察間における積極的な合同・共同捜査を推進し、平成30年中、拳銃315丁を押収した。 

○ インターネット事犯に対する捜査能力の向上を図るとともに、オークションサイトや掲示板等

のインターネット上の違法銃器に関する情報収集に努め、取締りを徹底し、平成 30 年中、拳銃

29丁を押収した。 

○ 「拳銃110 番報奨制度」周知のための広報活動を積極的に推進し、平成30年中、同制度によ

る通報を1,920件受理した。 

○ 準空気銃の取締りを徹底し、平成 30 年中、準空気銃の不法所持事件 62 件、59 人を検挙し、

144丁を押収した。 

〔法務省〕 

○ 全国の検察官が出席する会同・会議において、隠匿されている拳銃等及び拳銃実包の回収を図

るため、通信傍受法に基づく捜査手法等の積極的かつ適正な運用について意識共有を図り、その

実施に努めた。 

〔海上保安庁〕 

○ 「海の緊急通報電話番号118番」を活用して、広く国民から違法銃器に関する情報の収集に努

めた。 
 

（３）密造等防止の推進 

〔警察庁〕 

○ ガンマニア等についての実態把握と情報収集活動により、改造拳銃所持事件等を検挙し、密・
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改造銃の摘発に努めた。 

○ 密・改造拳銃に係る実態把握と情報収集活動を推進し、平成 30 年中、暴力団やガンマニア等

から改造拳銃17丁を押収した。 

〔経済産業省〕 

○ 平成30年３月26日付けで、モデルガン、エアソフトガンの製造、販売等の関連業界団体であ

る日本遊戯銃協同組合ほか５団体を通じて、製造・販売業者に対して、武器等製造法等の遵守及

びこれらの製品を利用した改造防止等の観点から、モデルガン、エアソフトガンの製造・販売の

慎重な対応、消費者に対する銃器対策の啓発等を推進するよう引き続き要請した。 
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２ 銃器摘発体制の強化と取締関係機関の連携の緊密化 

（１）体制の強化 

〔警察庁〕 

○ 暴力団関連事件や薬物事犯等の摘発時における銃器情報の収集を徹底するなど、組織の総合力

を発揮した銃器情報の収集と一元的・組織的管理により、暴力団等に係る銃器摘発の一層の強化

と捜査の効率的な推進を図った。 

○  各都道府県警察において、「情報官会議」等を積極的に開催し、関係部門間で有用な情報の共

有を図った。 

○ 効果的な内偵捜査、捜索を行うための装備資機材の整備・充実を図った。 

○ 対立抗争事件発生時における初動対応訓練や各種捜査手法・装備資機材の効果的な活用要領の

習熟に向けた実戦的な教養訓練を実施した。 

〔財務省〕 

○ 拳銃の密輸に関する情報収集及び犯則調査を行う担当部門において、銃器密輸関連情報につい

て積極的に情報収集を行うとともに、国際密輸組織に関する分析を充実することにより、監視取

締体制の一層の強化を図った。 

また、犯則調査センター室（東京税関）及び監視取締センター室（横浜税関）において、情報

収集、監視取締体制の充実を図った。 

○ Ｘ線検査装置（固定式・移動式等）、監視カメラ等の検査・取締機器の整備・充実を図るととも

に、効果的な活用に努めた。 

〔海上保安庁〕 

○  各管区海上保安本部に密輸・密航対策本部を設置し、巡視船艇・航空機によるしょう戒を実施

するなどして、監視取締体制の強化を図った。 

○ 資機材を整備し、監視能力等を向上させた巡視船艇・航空機の充実を図った。  

 

（２）連携の緊密化 

〔法務省〕 

○ 違反調査を始めとする退去強制手続の過程において、拳銃等の銃器を発見し、または関連情報

を入手した場合には、警察等関係機関へ速やかに情報提供する体制で臨んだ。 

〔海上保安庁〕 

○  各港湾における港湾危機管理コアメンバー会合や港湾保安委員会等において、関係機関と情報

交換を行うとともに連携の緊密化を図った。 

〔警察庁・法務省・財務省・海上保安庁〕 

○ 警察が主催する「地方機関連絡協議会」及び都道府県単位の「連絡協議会」や、財務省が主

催する「密輸出入取締対策会議」及び「地区密輸出入取締対策協議会」等を全国各地で開催

し、検察職員、地方入国管理局職員、海上保安庁職員等が積極的に参加し、捜査手法や密輸に

関する情報交換を行い、取締関係機関との緊密な連携の強化を図った。 
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〔警察庁・財務省・海上保安庁〕 

○ 関係機関において、密輸入事犯の取締りを想定した合同訓練や洋上合同訓練、違法銃器根絶

のための合同キャンペーン活動、人事交流、講師の相互派遣を行った。 
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３ 銃器犯罪に対する徹底した捜査・調査と厳格な処理 

〔警察庁〕 

○ 暴力団等による銃器事犯や武器庫の摘発検挙の推進を図り、平成 30 年中、暴力団構成員等が

関与する拳銃及び拳銃部品に係る銃砲刀剣類所持等取締法違反事件を 60 件検挙するとともに、

厳正な科刑の実現のため、事犯の全容解明とその悪性の立証に努めた。 

〔法務省〕 

○ 全国の検察官が出席する会同・会議において、第一次捜査機関が摘発した銃器事犯の厳正な処

分及び科刑の実現について意識共有を図り、その実施に努めた。 

〔財務省〕 

○  犯則調査を行う担当部門において、銃器密輸入事犯の徹底した調査を行い、関税法違反事件と

して告発を行った。  

〔海上保安庁〕 

○ 水際での銃器事犯の取締りの徹底を図り、平成 30 年中、外国人に係る銃器密輸入事犯を摘発

し、徹底的な捜査を行い、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件１件を送致した。 
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４ 水際対策の的確な推進 

（１）摘発の徹底 

〔警察庁〕 

○ 国内で摘発・押収された銃器の流通経路の追跡調査を行うとともに、国内外の関係機関との情 

報交換を実施し、拳銃等の密輸組織及び密売ルートの解明及び摘発に向けた情報収集に努めた。 

〔法務省〕 

○ 銃器事犯関係者に関する出入国記録照会がなされた場合は、迅速に回答した。 

〔財務省〕 

○ 国内外の関係機関から入手した銃器等に関する密輸情報の総合的な分析を行い、密輸ルート及

び密輸手法等の解明に努めた。 

○ 監視艇を活用し、銃器等の密輸の中継地となる可能性の高い離島や洋上取引による密輸に対す

る監視取締り及び情報収集を積極的に実施した。 

○ 爆発物探知犬・銃器探知犬を活用し、主要空港等において重点的な密輸取締りに努めた。 

○ 取締強化期間を設定し、密輸取締りの強化を図った。 

〔海上保安庁〕 

○ 密輸水際対策強化期間を設け、漁業・海事関係者等からの情報収集活動を強化した。 

○  徘徊や長時間の停留等、動静が不審な船舶について、巡視船艇・航空機によるしょう戒及び情

報収集を実施した。 

［警察庁・財務省・海上保安庁］ 

○ 警察、財務省及び海上保安庁が連携を強化し、全国各地において要注意船舶に対する合同によ 

る船内検査等を実施し、3,095隻の外国船舶に対して立入検査を実施した。 

［警察庁・財務省・海上保安庁］ 

○ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据え、関係機関との合同訓練等を開

催し、水際対策に係る連携強化を図った。 

 

（２）厳重な審査、検査等の実施 

〔法務省〕 

○ 不法入国者等の発見を目的とした臨船サーチ及び港湾区域・空港直行通過区域の警戒活動等に

おいて、銃器等関連情報を入手した場合には、速やかに捜査に協力する体制で臨んだ。 

〔財務省〕 

○ 本邦への入港前に報告された船舶・航空機の旅客及び乗組員に関する情報を活用して、検査対

象者の効果的な絞込みを図るとともに、Ｘ線検査装置等の検査機器の有効活用により、入国旅客

等の携帯品に対して重点的かつ効率的な検査を実施した。特に航空機旅客に関しては、電子的に

報告された乗客予約記録（ＰＮＲ）を分析し、これに基づく検査も実施した。 

○ 入国検査場内等の巡回の強化により、不審者・不審物の把握に努めた。 

○ 船舶等が我が国へ入港する前に報告された輸入貨物等に関する情報を活用して、外国貨物が本

邦の港に船卸しされる前の段階から、要注意貨物のスクリーニング（絞込・選定）を的確かつ効
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果的に行うとともに、大型Ｘ線検査装置等の検査機器の有効活用により、重点的かつ効率的な検

査を実施した。 

○ 保税地域の貨物管理者等に対して、各種会合等を通じて情報提供依頼を行うなど、通報体制を

強化するとともに、保税地域への巡回及び貨物の搬出入等の際の立会い確認を実施した。 

○ 我が国を経由して第三国に輸送されるトランジット貨物等についても、必要に応じ検査を実

施した。 

  〔海上保安庁〕 

  ○ 水際対策の強化等のため、平成30年中、合計5,432 隻の外国船舶の立入検査を実施した。こ

のうち3,095隻については、関係機関と合同で立入検査を実施した。 

  〔経済産業省〕 

○ 銃砲、実包並びにこれらの部分品及び附属品については、外国為替及び外国貿易法第 52 条に

基づき、経済産業大臣の輸入承認を要する貨物として規制しており、厳正な審査を実施するとと

もに、合理的かつ実効的な規制の実施に努めた。 

 

（３）協力の要請 

〔警察庁〕 

○ 運輸関係団体や漁業関係団体との協力会議を開催し、水際対策への協力要請を行ったほか、水

際監視協力員を対象とした研修会等を開催し、監視強化及び不審情報の提供を依頼した。 

〔財務省〕 

○ 財務省及び各税関において「密輸防止に関する覚書」等を締結している関係業界団体に対し、

銃器等の密輸情報の提供を依頼し、その入手に努めた。 

○ 通関業者、船舶代理店等の関係業者に対して、各種会合等を通じて、情報提供等の協力依頼を

行い、不審情報の通報を促進した。 

○ 漁港等に税関職員を派遣して、漁協、地域住民及び同地域に配置している民間協力者等に対し、

銃器等に関する密輸情報の提供を依頼し、その入手に努めた。 

〔水産庁〕 

○ 都道府県等を通じ、漁業者等に対して、不審な積荷・船舶等に対する積極的な情報提供等を行

うよう要請文書を配布した。 

〔経済産業省〕 

○ 外国貿易関係団体（一般社団法人日本貿易会）を通じ、外国貿易関係者等に対し、銃器の密輸

の防止及び物流システムを通じた銃器の拡散防止の観点から、不審な積荷、船舶等に対する情報

を積極的に通報するよう引き続き要請した。 

〔海上保安庁〕 

○ マリーナ、漁業及び海事関係者等を訪問するなどして、情報提供の協力を依頼し、その入手に

努めた。 
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（４）国際郵便の検査体制の強化等 

〔総務省〕 

○ 国際郵便物の検査に係る現場レベルでの一層の連携強化が図られ、税関による国際郵便物の検

査が効果的に行われるよう、日本郵便株式会社に対し協力を要請した。 

〔財務省〕 

○ 税関において、銃器等の密輸仕出国の可能性が高い国からの郵便物を重点的に検査するため、

同郵便物についてはそれ以外の国からの郵便物とは別に提示を行うことを日本郵便株式会社に

対し要請するとともに、Ｘ線検査装置等の検査機器を有効活用し、重点的かつ効率的な検査を実

施した。 

○ 爆発物探知犬、銃器探知犬を活用し、重点的な密輸取締りに努めた。 
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５ 国際協力の推進 

（１）国際組織犯罪防止条約を補足する銃器議定書（仮称）の締結準備 

〔警察庁・外務省・経済産業省〕 

○ 国際組織犯罪防止条約を補足する銃器議定書（仮称）の締結に向けて、同議定書及び銃砲刀剣

類所持等取締法、武器等製造法等の国内関係法を整備するための法律案について、鋭意検討を行

った。 

 

（２）諸外国への働きかけ 

〔警察庁〕 

○ 銃器密輸の経由地等となるおそれのある諸外国の捜査機関に対し、日本の銃器情勢への理解を

求めるとともに、銃器の密輸等に関する今後の情報交換について協力を依頼した。 

〔総務省〕 

○ 万国郵便連合（ＵＰＵ）国際事務局に対し、銃器の密輸防止のための郵便物の引受検査徹底等

の依頼を各加盟国の郵便事業体に周知するように要請した。 

〔外務省〕 

○ 国連総会において、南アフリカ及びコロンビアと共同で小型武器決議案を提出し、コンセンサ

スで採択された。 

○ 平成 26 年に発効した武器貿易条約（ＡＴＴ）については、第４回締約国会議の議長国を務め

た他、様々な機会を捉えて主要武器貿易国を含む関係諸国にＡＴＴの締結を働きかけた。締約国

数は100か国・地域まで増加した（平成30年12月末現在）。 

〔財務省〕 

○ 世界税関機構（ＷＣＯ）等の国際会議において、我が国の取締状況を紹介するなど、銃器等の

不正取引防止に関する取組の促進に貢献した。 

○ 銃器等の密輸の取締りに資する情報分析能力の強化等を目的に、開発途上国の税関職員を対象

として、我が国への受入研修及び我が国税関職員の海外派遣を実施した。 

〔海上保安庁〕 

○  アジア・アフリカ等の海上法執行機関の関係者に対する海上における法執行研修の実施及び海

上保安庁職員の海外派遣を実施した。 

○ 北太平洋地域の海上保安機関が参加する「北太平洋海上保安フォーラム」及びアジア地域の海

上保安機関が参加する「アジア海上保安機関長官級会合」に参加し、密輸対策等をテーマとした

情報交換会議の中において銃器対策、銃器密輸対策及び銃器取締方策に関する意見交換等を行い、

協力体制の強化を図った。 

 

（３）情報交換の促進等 

〔警察庁〕 

○ 国内外での各種会合の場や海外出張等の様々な機会を通じ、銃器密輸の仕出地となっている  

諸外国の捜査機関と積極的に情報交換の場を設け、捜査協力関係の強化を図った。 
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〔外務省〕 

○ 小型武器の非合法取引の規制に関する具体的措置を規定する国連小型武器行動計画（ＵＮＰＯ

Ａ）の第３回履行検討会議において、アジア大洋州地域選出の副議長国として、成果文書の採択

に貢献した。 

〔財務省〕 

○ 世界税関機構（ＷＣＯ）のアジア大洋州地域内における情報交換ネットワークの拠点である地

域情報連絡事務所（ＲＩＬＯ）の情報交換ネットワーク等を通じて、銃器等の密輸を含む情報交

換の促進に努めた。 

○ 外国や地域との間で、銃器等の密輸の防止等を目的とした情報交換を含む税関当局間の協力を

促進する二国間税関相互支援協定の締結等による協力枠組みの構築を推進し、現在、こうした情

報交換等に関する枠組みを構築した国・地域は34か国・地域となっている。平成30年度には、

新たに、ウルグアイとの間の協定について政府間で実質合意し、現在、アルゼンチン、ボリビア、

セネガルとも早期署名に向けて交渉を行っている（平成30年12月末現在）。 

さらに、これまでに構築した協力枠組みを活用し、銃器等の密輸の防止等を目的とした情報交

換の促進に努めた。 

○ 海外における情報収集を強化するため、世界税関機構（ＷＣＯ）等の国際会議への出張などを

活用し、銃器等の密輸を含む情報収集に努めた。 

〔海上保安庁〕 

○ 銃器等の密輸に係る仕出地となる可能性の高い国に職員を派遣し、当該国関係機関との情報交

換の推進に努めた。 
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６ 国民の理解と協力の確保 

（１）広報啓発活動の推進 

〔警察庁〕 

○  拳銃等違法銃器に対する積極的な情報提供を呼びかけるため、警察庁及び都道府県警察のウェ

ブサイト等を活用して、銃器情勢とともに「拳銃110番報奨制度」等について広報し、その周知

徹底を図った。 

○ 各都道府県警察において、ウェブサイト、ＳＮＳ、広報用ＤＶＤ等を用いた広報、各種イベン

トの機会を利用した広報、ポスター募集・展示による広報により、銃器根絶に向けた広報啓発活

動を強力に推進した。 

○ 国民の銃器犯罪根絶の意識を高めるとともに、銃器対策に関する理解と協力を確保するため、

平成30年９月、京都府警察本部との共催で「薬物銃器犯罪根絶の集い・京都大会」を開催した。 

○ 猟銃等講習会及び技能講習の開催等を通じ、猟銃等の所持者に対して、猟銃等の適正管理や取

扱いの基本について指導した。 

〔財務省〕 

○ 税関における銃器摘発事件等を税関のウェブサイトに掲載したほか、ツイッターやユーチュー

ブ等のＳＮＳを活用し、税関における水際対策を広報した。 

○ 密輸情報提供リーフレットや密輸ダイヤル周知ＣＭ等の活用により、密輸ダイヤル(0120-461-

961)を積極的に広報し、銃器等の密輸情報の提供を広く呼びかけた。 

○ 取締強化期間を中心に、離島、不開港等の漁業関係者や地域住民に対し、税関の密輸取締りに

おける役割についてパンフレットの配布等によって広報した。 

〔水産庁〕 

○ 都道府県に対し、漁業者等への広報啓発活動を積極的、計画的に行うよう指導し、漁業者向け

の銃器情報の通報要請等のパンフレットを配布した。 

○ 漁業関係団体を通じ、傘下の漁業者に対して銃器密輸防止のためのパンフレットを配布した。 

〔経済産業省〕 

○ 火薬類の危害予防意識の高揚を図ることを目的とした「火薬類危害予防週間」を実施し、火薬

類関係団体、各都道府県、各産業保安監督部を通じて普及啓発用のポスターを配布するとともに、

火薬類販売業者及び火薬庫の所有者又は占有者等に対して、拳銃実包を含む火薬類に係る盗難防

止措置及び管理体制の点検等の安全確認の徹底を図った。 

〔国土交通省〕 

○ 国際宅配便を取り扱う事業者に対し、荷物の中に隠匿された銃器の発見につながる情報の提供

について事業者団体を通じ協力を要請するとともに、各事業者において営業所等まで適切に伝達

されているか確認を行うことにより、一層の周知を図った。 

〔海上保安庁〕 

○  「海の緊急通報用電話番号118番」を積極的に広報し、銃器事犯等の情報提供をマリーナ、漁

業及び海事関係者等のほか一般国民に対しても広く呼びかけた。 
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〔環境省〕 

○ 各都道府県において、狩猟者に対して狩猟免許の更新時に行う講習会を通じて、狩猟者が所持

する銃器の適正な使用及び管理について指導した。 

○ 国から都道府県及び狩猟団体に対して、狩猟期間等における銃器の適正な使用及び管理につい

て、狩猟者への指導を要請した。 

 

（２）対外広報の実施 

〔財務省〕 

○ 旅行会社等に対し、銃器等の密輸防止に関するパンフレット等の配布を要請した。 

〔海上保安庁〕 

○ 関係機関と連携し、マリーナ、漁業及び海事関係者等を訪問するなどして、銃器等の密輸防止

のための情報提供について理解と協力を求めた。 

 

（３）猟銃等所持許可の厳格な審査 

〔警察庁〕 

○ 銃砲刀剣類所持等取締法の円滑な運用に努めるとともに、猟銃等所持許可に当たっての厳格な

審査、的確な行政処分による不適格者の排除等を推進した。 

〔経済産業省〕 

〇 都道府県等の火薬類取締法の担当者に対して、実包等の貯蔵・廃棄等の適正な取扱いについて

研修等を通して指導した。 

 


